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村営住宅等入居者募集のご案内
■入 居 資 格
次の条件を満たす方が申し込むことができます。
　●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方。
　●月収が15万8000円以下の方。

（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉
徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除 
等の金額を引き、残りの額を12ヶ月で割った金額 
が15万8000円以下の方）
※敷金の納入が必要です。
※連帯保証人が２人必要です。
★入居者と同等以上の収入のある方。

■家　　　　賃　�入居される世帯の収入等に応じて決
定されます。

■入 居 可 能 日　概ね11月1日（金）
■入 居 決 定　�入居者選考委員会の審査によりま

す。
■申込受付場所　建設課建築担当
　　　　　　　　トマム支所
■お問い合わせ　建設課建築担当
　　　　　　　　☎ 56-2172

運転免許更新時講習会

募集団地 ●受付期限10月15日（火）

占冠村の放射線量の状況（９月分）
測定日　令和元年９月３日

【単位：マイクロシーベルト毎時】
測定場所 測定時間 天候 測定値

中央小学校グランド 9時35分 晴 0.035
双民館グランド 9時20分 晴 0.052
占冠地域交流館グランド 9時40分 晴 0.040
占冠保育所グランド 9時50分 晴 0.054
トマム学校グランド 10時15分 晴 0.048
トマム保育所グランド 10時25分 晴 0.041

※北海道の空間放射線率モニタリング結果（上川総合振興局
0.021～0.098）と比較して平常レベルと判断されます。

「北海道の空間放射線率モニタリング結果」は、下記のホー
ムページで公開されています。

『環境放射線測定結果【北海道立衛生研究所】』
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/ 
問　総務課総務担当　☎　56-2121

●中央地区　　７戸
　○川添団地
　　３ＬＤＫ　１戸
　○中央団地
　　２ＬＤＫ　２戸
　　３ＬＤＫ　２戸
　○第２千歳団地※
　　４ＬＤＫ　２戸

●トマム地区　２戸
　○トマム団地
　　３ＬＤＫ　１戸
　○第２トマム団地
　　３ＬＤＫ　１戸

○トマム地区の夫婦世帯向け村有住宅
　３ＬＤＫ　２戸
※こちらの住宅は入居基準が異なります。詳細は

お問い合わせください。

お子さまの教育資金を「国の教

育ローン」がサポートします

　高校、大学などへの入学時･在学中にかかる費用
を対象とした公的な融資制度です。
 ご融資額
　お子さま１人あたり350万円以内
 金利
　年1.71％　固定金利
※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所

得122万円）以内の方」または「子ども３人以上
の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以
内の方」は年1.31％　　（令和元年８月15日現在）

 ご返済期間
　15年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世

帯年収200万円（所得122万円）以内の方」また
は「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円

（所得346万円）以内の方」は18年以内
 お使いみち
　入学金、授業料、教科書代、アパート・マンショ
ンの敷金・家賃など
 ご返済方法
　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
 保証
　（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人によ
る保証も可能）
問　教育ローンコールセンター
☎　0570-008656　または　03-5321-8656

※第２千歳団地は所得基準が異なります。
　詳しくは、建設課建築担当へお問い合わせください。

■優良講習（30分）
　◎10月４ 日（金）　13時～
　◎10月15日（火）　13時～

■一般講習（１時間）
　◎10月４ 日（金）　14時～
　◎10月15日（火）　14時～

■違反講習（２時間）
　◎10月10日（木）　13時～
　◎10月25日（金）　13時～

知っていますか？建退共制度

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建
設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業
の振興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日
数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、
その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建
退共から退職金を支払うという、いわば業界全体で
の退職金制度です。
加入できる事業主　建設業を営む方
対象となる労働者　建設業の現場で働く人
掛け金　　　　　　日額310円
 特長
◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡

単です。
◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎掛金の一部を国が助成します。
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個

人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税
となります。

◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計
算されます。 

 建退共制度の特例措置のお知らせ
　建退共では、地震等により災害救助法が適用され
た皆様に対し、各種手続の特例措置を実施しており
ます。
 建退共から事業主の皆様へお願い
●共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼

付けしてください。
●「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者

が、建設業界を引退するときは、忘れずに退職金
を請求するよう指導してください。
問　勤労者退職金共済機構　☎　03-6731-2867

「北海道立北の森づくり専門学

院」の出願受付開始！（10月～）

　来年4月に「北海道立北の森づくり専門学院」が、
旭川市に開校します。この学院は、林業・木材産業
の幅広い知識と確かな技術を2年間で身に付けられ
る専門学校で、北海道の森林づくりへの
意欲に溢れた方を募集します。
　詳細は、北海道HPをご覧ください。
 出願資格
　道内の林業・木材産業関係企業等への就職を希
望し、高等学校卒業又は同等以上の学力を有し、入
学時に40歳以下の方
 出願期間
　【推薦】10月1日～15日 　【一般】10月15日～28日
 試験日程など
　【推薦】 (札幌会場)　10月25日：面接
　【一般】 (旭川会場)　11月18日：小論文・面接

問　農林課林業振興室　☎　56-2174

忘れちゃいけない「自賠責」

未加入での運行は法令違反です
　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるも
のの、平成30年の事故発生件数は約43万件、死傷
者数は約53万人と、国民の誰もが交通事故の被害
者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっ
ています。
　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク1
台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償
責任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保
障する制度であり、被害者の救済を目的としていま
す。自賠責保険・共済なしで運行することは法令違
反となりますので、ご注意ください。

富良野地域人材開発センター
〒076-0055 富良野市西麻町1番1号
☎　22-2619

ジャンボなハロウィンで大収穫

９月24日から全国で発売開始

　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくり
など地域住民の福祉向上のために使われます。
 ハロウィンジャンボ
１　等　　３億円 　×　 ８本
前後賞　各１億円 　×　 16本
※当せん本数は発売総額240億円・８ユニットの場合
 ハロウィンジャンボミニ
１　等　2,000万円　 ×  16本
前後賞　各500万円　 ×  32本
※当せん本数は発売総額120億円・４ユニットの場合
 発売期間
令和元年９月24日（火）から10月18日（金）まで
各１枚300円
 抽せん日
令和元年10月30日（水）
 支払開始日
令和元年11月５日（火）

生活・仕事相談会のお知らせ

日　時　10月24日（木）10時00分～10時50分
　　　　　　　　　　 11時00分～11時50分
場 所　占冠村役場内
申 込　10月23日（水）の午後３時までに電話、
　　　　FAX、メールで予約してください。
相談料　無料

問　自立相談支援事業所「かみかわ生活あんしんセンター」
　　〒078-8231　旭川市豊岡１条２丁目１-16
☎　0166-38-8800　FAX　0166-33-0021
メール　anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

広報９月号のお詫びと訂正

　広報しむかっぷ2019年９月号10ページに記載の
グルングソニカさんの学校名及び学年に誤りがあり
ました。正しくは「トマム学校８年」です。お詫び
して訂正いたします。


